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１　はじめに

　2014年（平成26年）2月、障害者の権利条約が
日本においても批准され、その効力が発生するこ
とになった。「障害のある人もない人も、共に学
び共に生きる」環境が整いつつある。
　障害者の権利条約にある「インクルーシブ教育
システムの構築」そして「合理的配慮」は、特別
支援教育にあって、今まさに重点的に取り組むべ
き課題でもある。特にも、「合理的配慮」につい
ては、学校現場にあって、今後、「一人一人の児
童生徒への合理的配慮」について明らかにしてい
く段階にある。
　また、義務教育段階の児童生徒数が、平成22年
1,074万人が平成25年は1,030万人と少子化傾向が
続く中、特別支援教育対象者は，表１に示したよ

うに、特別支援学校、小・中特別支援学級、通級
による児童生徒数が平成22年に約25万1千人、平
成25年が約32万人と近年急激な増加を示し、発達
障がいのある児童生徒も含め、多様な指導生徒が
在籍している。
　病弱教育においては、在籍数に大きな変化は見
られないが、今まで、各年代、時代において、結
核、身体虚弱、喘息、腎炎ネフローゼ等が様々な
病種の中でも比較的多い傾向を示すときがあった
が、現在は、心身症やうつ病いわゆる「心身症等
の行動障害」のある児童生徒の在籍率が多くなり、
実態が、大きく変化してきている。
　平成23年度の病類調査（全国病弱虚弱教育連
盟，2013）では，表２にあるように、近年、「心身
症等の行動障害」「筋ジス等の神経系疾患」の占
める割合が高く、「腫瘍等新生物」と続いている。
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に、学習を進め行かなければならない実態がある。
　本稿では、このような実態の児童生徒に対する
病弱教育における日々の学習において、最も重要
な学習指導案について、近年、特別支援教育にお
いて課題や視点となっている内容を取り入れた指
導案の様式を提案し、指導案が、より有効性のあ
るものとなり、一人一人の児童生徒の学習が充実
できるように研究するものである。

（２）これからの指導案に盛り込むべき内容
　これまで培ってきた特別支援教育の指導内容方
法を大切にしながらも、近年の多様な児童生徒に
対応すべく、これからの特別支援教育において、
重要且つ基本となる内容、事項は以下に示す点で
あると考える。
①　合理的配慮
②　個別の指導計画、教育支援計画
③　キャリア教育

　また入院の必要な児童生徒は、その入院期間が
以前より短くなっており、その期間の学習保証も
大きな課題となっている。
　心身症やうつ病などの心の病気の子ども、難病
の子ども、進行性や病気の終末期を迎える子ども、
発達障害や知的障害を併せ有する子ども等々、学
校現場にあっては、このような多様な実態の児童
生徒との学習場面で、病気からくる突発的な行動
の変化や情緒の乱れ等、『情緒の安定』を最優先

２　研究方法

　特別支援学校等における、一般的な指導案につ
いて検証すると同時に、新たな概念、内容を取り
入れた指導案を提案する。
（１）一般的な指導案様式について
　各校での指導案形式は、それぞれの学校の生徒
の実態、研究目的、使用場面により、創意、工夫
され作成されているが、図１に示すように、［１
　単元名］から［６　本時の指導 (1) 本時の目標］
までは概ね共通している項目であると考える。
　［６　本時の指導 (2) 展開］は、項目として学
習時間の流れの目安となる〈時間〉、一人一人あ
るいは集団での児童生徒の〈学習活動・内容〉、
一人一人あるいは集団への〈支援、援助の留意点〉、
使用する〈教材教具等あるいは備考欄〉となって
いることが比較的一般的である。
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①合理的配慮　　「合理的配慮」について文部科
学省（2012）では以下のように示されている。
「合理的配慮」３観点11項目
「合理的配慮」の観点（１）教育内容・方法
（１）−１ 教育内容
（１）−１−１ 学習上又は生活上の困難を改善・
克服するための配慮 

（１）−１−２ 学習内容の変更・調整 

（１）−２ 教育方法 

（１）−２−１ 情報・コミュニケーション及び
教材の配慮 

（１）−２−２ 学習機会や体験の確保 

（１）−２−３ 心理面・健康面の配慮
「合理的配慮」の観点（２）支援体制
（２）−１ 専門性のある指導体制の整備 

（２）−２ 幼児児童生徒､ 教職員､ 保護者､ 地
域の理解啓発を図るための配慮 

（２）−３ 災害時等の支援体制の整備 

「合理的配慮」の観点（３）施設・設備
（３）−１ 校内環境のバリアフリー化 

（３）−２ 発達、障害の状態及び特性等に応じ
た指導ができる施設・設備の配慮 

（３）−３ 災害時等への対応に必要な施設・設
備の配慮
　また、「合理的配慮」の観点（１）教育内容・
方法の中の（１）−１−１ 学習上又は生活上の
困難を改善 ・克服するための配慮について、病弱

④　情緒の安定
　これらの事柄が指導案の中で、関連づけられて
行くことにより、今、様々な場面で求められてい
る教師の専門性がより向上していくものと考え
る。
　M 支援学校でのアンケート調査（平成25年8月
実施）による図２にしめされるように，指導案に
ついて69％の教師が2年の間に指導案を作成して
おり、児童生徒の学習、発達を促す上で自身の授
業を振り返ると同時に、授業改善に向かう姿勢も
見られる結果であった。指導案を作成することに
より、児童生徒一人一人の実態、課題がより鮮明
になり、適切な学習支援、学習指導が行われるこ
とは言うまでもない。指導案を充実させ、日々の
授業を充実していくことが教師の使命でもある。

　「①　合理的配慮」～「④　情緒の安定」の中
でも、特に児童生徒の「情緒の安定」は、病弱教
育にあっては、図3に示すように、日々の授業を
進めて行く上で、基本となる事項である。
　特別支援教育、病弱教育における児童生徒の多
様化とは、病種の多様化と同時に児童生徒のそれ
までの学習環境、学習形態の多様化でもある。た
とえば、学習空白のある児童生徒の学習に対し、
空白を埋める学習内容の設定のみならず、学習に
対する不安や迷いについて考慮し、学習を進める
手立て等を明記することが必要となっている。

図３

図２
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教育については表３のように記述されている。

　「合理的配慮は一人一人」への調整・変更を行
うものである。表３にある「病状に応じた対応
等」とは、「一人一人の病状に応じた対応」であ
り、しっかり指導案の中で明記されることにより、
望ましい合理的配慮が行われることになる。
②個別の指導計画、教育支援計画　　個別の指導
計画、教育支援計画は、一人一人の児童生徒の指
導上の課題を明かにし、現在、そして将来に渡る
計画を保護者の理解の基に作成、計画、実践して
いくものである。日々の授業の中でこれらの課題
や目標が適切に設定され、授業が展開されなけれ
ばならない。
　作成の過程では、保護者の願い、教師の願いを
計画の中に十分に活かし、実践がなされることが
必要である。
「個別の指導計画、教育支援計画」作成にあたっ
ては
・個々の実態、将来の姿を見通したものであるこ

と。
・実際の生活場面で活用ができる目標であるこ

と。
・短期、長期の目標が連動していること。
・担任等が変わっても引き継がれていくものであ

ること。  　　　
である。　
　これらの事柄が、日々の授業の中で課題や目標
として関連づけられているか確認し、授業案を作
成していくことが必要である。

　病弱教育にあっては、短期での学籍の異動、学
習環境の変化等があり、児童生徒の継続した課題
をいかにスムーズに引き継ぎ、学習空白等を最小
限にしていくことも重要である。
③キャリア教育　　キャリア教育の目指す、児童
生徒が、「望ましい職業観・勤労観」「職業に関す
る知識や技能」を身につけ、「生きる力」　を培う
ことと同時に、「主体的」に活動できる力を身に
つけることは、特別支援教育において、長年、教
育の根幹として位置づけられてきたことでもあ
る。これまで培ってきた指導内容、指導方法を再
検証する上からも、指導案の中で大切にして行か
なければならない事項である。
　しかし、病弱教育にあっては、「勤労観」、「職
業観」いわゆる「就労観」を体験の中から得てい
くことが難しい状況にある児童生徒が多く在籍し
ていることも現実である。小学部、中学部、高等
部、それぞれの段階で、実体験にこだわらず、あ
らゆる情報、機器の活用等により、児童生徒が社
会の一員として、生き生きと実社会の中で生きて
いく「知識や技能」を段階的に身につけていくこ
と、そして「主体的」活動を引き出す授業が、日
常の授業の指導案の中で意識され、展開されてい
くことが重要である。
④情緒の安定　　病弱教育において、日々の授業
は、病気のある児童生徒の毎日の病状の変化や心
の動き、不安に寄り添いながら授業が進められて
いる。
　置かれている環境、日常の身体の変化、天候
等々、児童生徒の情緒の安定を阻害する要因を十
分に読み解くことは、授業を進めて行く上で最も
重要なことである。
　特に、精神疾患等のある児童生徒の指導にあた
る時には、「情緒の安定」抜きには授業は行えら
れない現実がある。指導案作成にあたっては、児
童生徒一人一人の「心の安定」を持続、あるいは
保つ具体的な方法や声がけのタイミング、突発的
な行動が現れる前の行動等、対処の仕方を含め
て、明らかにしておくことが大切である。
　時には、薬など、主治医の力により安定を保つ

表３
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３　結果と考察

　以上のようなことから、前述の内容を考慮した
新たな指導案様式図４を提案するものである。

で明記することにより、児童生徒の学習内容をよ
り望ましい内容へと関連づけていくことが可能と
なる。
（３）一人一人への合理的配慮について
　合理的配慮は「一人一人の児童生徒への理にか
なった変更・調整」であり、特別支援教育にあっ
ては、その内容、配慮の在り方については学習の
根幹となるものである。一人一人への合理的配慮
を明らかにすることにより、より学習活動が充実
していくと考える。
（４）情緒の安定への働きかけ
　病弱教育にあっては、児童生徒の情緒の安定な
くしてより良い授業は行うことは難しい。教室環
境や学習場所、学習の導入からまとめまでの時間
や学習に集中できる時間、教師の声がけや支援の
軽重等々、考えられる児童生徒への働きかけを記
述することで、児童生徒の情緒が安定した中で学
習を進めることが可能となり、学習効果を高める
ことができると考える。
（５）教材・教具について
　特別支援教育における教材・教具の工夫活用は、
あらゆる活動において重要である。
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必要性も要求されるが、多くの児童生徒の場合、
その原因となる要因が必ず存在すると考える。ま
ず、はじめに学習できる環境、状況を整えること
が求められる。

（１）児童生徒の実態について
　単元に沿った児童生徒の学習進度や発達の段階
と併せて、キャリア教育の視点、教育支援計画の
視点から児童生徒の実態を多面的に捉え、的確に
記述することが大切である。
　児童の実態の中に、キャリア教育の視点、教育
支援計画の視点を取り入れることにより、児童生
徒の望ましい将来像を描きながら、今、伸ばして
いかなければならない、「自らできる」、「自ら考
え行動する力」を、現在の児童生徒の実態と結び
つけ考えることが必要である。
（２）学習活動内容について
　個別の指導計画は、毎年度、児童生徒と関わる
教師、保護者との話し合いを通じ、はじめに作成
するものである。個々の児童生徒の実態、状況か
ら各教科等の短期目標、長期目標の設定、指導の
手立て等を記述し、指導に生かしていくものであ
る。したがって、日々の授業において、個別の指
導計画を計画的に反映させていくことが重要であ
る。
　個別の学習、グループでの学習であっても、学
習内容を個別の指導計画との関係性を可能な範囲

図４
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　充実した授業を行うためには、児童生徒の実態
に合わせた教材や教具を制作あるいは作成するこ
とにより、児童生徒が達成感、成就感を味わうこ
とができる。日々の授業においては教師の大きな
力点である。
「（２）学習活動内容について」に使用教具等は
記述されるが、項を設けて、細かく、具体的な使
用方法、提示の仕方等を説明することは必要であ
る。
（６）評価・評価の観点について
　図５に示すように、授業の評価は、「指導案作
成」→「授業実践」→ ｢評価｣ → ｢授業改善｣ の
一連の流れ、つながりの中で行われる。
　授業の評価、授業の観点がしっかりと明示され
ることは、授業のねらい、一人一人の児童生徒の
目標が的確に捉えられていることでもある。しっ
かりと評価のできない授業から授業改善は行われ
ない。

４　おわりに

　近年、特別支援教育にあっては、発達障がいの
ある児童生徒の急激な増加、児童生徒の実態の多
様化、インクルーシブシステムの構築、合理的配
慮を含めた新たな概念の導入等、今まで以上に「一
人一人」に対する支援の在り方が問われている。
　病弱教育にあっても、従来の教育にとらわれず、
新しい環境、社会の中で専門性のある授業、指導
案の立案が求められている。

　現状の指導案様式の見直し、改善は、教育の原
点が日々の授業にあるとすれば、真摯に向き合っ
ていかなければならない課題でもある。
　社会全体が、少子化傾向にある中であるが故に、
一人一人の児童生徒の教育的ニーズを踏まえた指
導の在り方、指導が行われなければならない。
　用途に応じたＩＣＴの活用、通常学級や地域と
連携した「連続性のある多様な学びの場」の想像
等々、指導案様式の有効性を求める中で、新たな
発想の基に特別支援教育、病弱教育の充実が求め
られている。
　本論文を書きあげて，改めて特別支援教育、病
弱教育の現状、課題について再確認する機会で
あると同時に、「ネグレクト」、「育児放棄」、「ス
マートフォンの普及」、「バーチャルな世界の出
現」等、大きな社会の変化の中で児童生徒の多様
化が加速度的に進みつつある現状で、社会の環境
変化に柔軟に対応する力が、今、教師には最も求
められていることを再認識する機会でもあった。
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